
さいたま都市計画地区計画の変更

さいたま都市計画北部拠点宮原地区地区計画を次のように変更する。
決 定 告 示 年 月 日

令和元年６月２５日

  名      称   北部拠点宮原地区地区計画 

  位      置 さいたま市北区宮原町１丁目、植竹町１丁目及び植竹町２丁目の各一部 

  面      積    約３１．４ｈａ 

地区計画の目標 

  本地区は、さいたま市における副都市拠点としての北部拠点地区の先導的地
区として、大規模工場用地の土地利用転換を契機に土地区画整理事業をはじめ
とした各種のまちづくり手法により道路及び公園等の基盤施設の整備を図ると
ともに、公共・公益、商業・業務施設及び都市型住宅等の集積した複合市街地
の形成を図り、周辺市街地にも配慮した秩序ある街並み形成及び各種施設の導
入によって、魅力と活力に溢れた明日の都市生活を担う副都市拠点地区の形
成に向けたまちづくりを誘導する。 

区域の整備、開発及び
保全に関する方針 

〈土地利用の方針〉 
  地区計画を定める区域は、次の区分により、それぞれの特性を生かした土地
利用を誘導する。 
 ① 公共施設地区（Ａ・Ｅ地区） 周辺市街地環境に配慮しつつ、地区の中心
的な施設となる公共施設等の立地を推進し、賑わいや文化的な交流を通し
た多彩なふれあいが得られる地区とする。 

 ② 中心商業・業務地区（Ｂ－１・２地区） 公園等のオープンスペース と
一体となったゆとりと賑わいのある拠点的な商業・業務施設の立地を図り、
多様性と創造性のある商業・業務地区とする。 

 ③ 住宅地区（Ｃ－１地区） 中高層住宅を主体として、周辺の市街地環境や
公園等のオープンスペースにも配慮し、住み、暮らしていることに誇りの
もてる快適な住宅地区とする。 

 ④ 沿道複合地区（Ｃ－２地区） Ｂ地区及びＣ－１地区を補完する各種施設
機能の導入及び誘導を図る地区とする。 

 ⑤ 公益・業務等複合地区（Ｄ地区） 公益・業務等の各種施設機能の導入及
び誘導を図り、魅力と活力に溢れた市街地環境を形成する地区とする。 

 ⑥ 商業・業務地区（Ｆ地区） 商業・業務施設の導入及び誘導を図り、地区
の玄関口となる部分の賑わいの形成に資する。 

 ⑦ 公共・業務等複合地区（Ｇ地区） 公共・業務等の各種施設機能の導入及
び誘導を図り、魅力と活力に溢れた市街地環境を形成する地区とする。 

〈地区施設の整備の方針〉 
 都市計画道路加茂宮広路線とさくら中央通線の交差点に面して、市民広場を
設け公園と合わせて地区内の歩行者空間ネットワークの拠点を形成する。 

〈建築物等の整備の方針〉 
適正な土地利用を促進するとともに、土地利用の方針上不適当な用途の建築
物が混在することを防止し、良好な都市環境形成を図るため、建築物等の用途
の制限について定める。 
  地区の望ましい施設規模を確保するため、敷地の細分化を防止するととも
に、良好な業務、生活環境の形成を図るため、敷地面積の最低限度について定
める。 
  中心商業・業務地区について、適切な敷地内空地の確保を図るため、建ぺい
率の最高限度について定める。 
  安全でゆとりある歩行者空間の確保と緑豊かで潤いのある沿道景観の形成
を図り、路（みち）歩きを楽しみながら、沿道のいきいきとした雰囲気を実感
できる空間とするため、壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限につい
て定める。 
   本市の副都市拠点として、高質な都市空間及び魅力ある街並み景観の創出を
図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定める。 
  公園を中心として街区間が連続した歩行者空間で結ばれる歩行者ネットワ
ークを形成する。 

〈その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針〉
 公衆の利用に供する公共公益施設及び店舗、業務施設等の出入口、通路、階
段及び便所等については、高齢者や身体障害者等の利用に配慮する。 
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 地区の区 分
Ａ 地  区 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｃ－１地区 Ｃ－２地区 Ｄ 地  区 Ｅ 地  区 Ｆ 地  区 Ｇ 地 区

公 共 施 設 地 区 中心商業・業務地区 住 宅 地 区 沿 道 複 合 地 区 公益・業務等複合地区 公 共 施 設 地 区 商業・業務地区 公共・業務等複合地区

区分の面 積 約 ５．６ｈａ 約 ２．１ｈａ 約 ６．３ｈａ 約 ６．１ｈａ 約 １．０ｈａ 約 ４．２ｈａ 約 ２．７ｈａ 約 ０．６ｈａ 約 ２．８ｈａ

 建築物等 の
 用途の制 限

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 住宅（兼用住宅
   を含む）
 ② 共同住宅、寄宿
   舎、下宿
 ③ 倉庫業（貨物運
   送業を含む）を営
   む倉庫
 ④ 自動車教習所
⑤ 畜舎
⑥ 建築基準法別表

   第二 (に)項第４号
   に規定する建築物
⑦ 建築基準法別表

   第二(と)項第３号
   に規定する事業を

営む工場
⑧ 建築基準法別表

   第二(と)項第４号
   に規定する危険物
   の貯蔵又は処理に
   供するもので政令

で定めるもの
⑨ カラオケボック

   スその他これに類
   するもの
⑩ 風俗営業等の規

   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項各号
   及び同条第６項各
  号に規定する営業
   を営む施設

  次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 住宅（兼用住宅
   を含む）
 ② 共同住宅、寄宿
   舎、下宿
 ③ 倉庫業（貨物運
   送業を含む）を営
   む倉庫
 ④ 自動車教習所
 ⑤  畜舎
⑥ 建築基準法別表

   第二 (と)項第４号
   に規定する危険物
   の貯蔵又は処理に
   供するもので政令
  で定めるもの
⑦ 風俗営業等の規

   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第１

号（キャバレーに
限る）、第２号、
第３号及び同条第
６項各号に規定す
る営業を営む施 
設  

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 住宅（兼用住宅
   を含む）
 ② 共同住宅、寄宿
   舎、下宿
 ③ 倉庫業（貨物運
   送業を含む）を営
   む倉庫
 ④ 自動車教習所
 ⑤  畜舎
 ⑥ 風俗営業等の規
   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第１

号（キャバレーに
限る）、第２号、
第３号及び同条第
６項各号に規定す
る営業を営む施 
設

 ⑦ 道路及び公園に
   面する１階部分を
   事務所の用に供す
   るもの（ただし劇
   場、店舗、スポー
  ツ施設その他これ
   らに類する施設に
   付属するものは除
   く）

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 自動車教習所
 ②  畜舎
 ③ 建築基準法別表
   第二(に)項第４号
   に規定する建築物
 ④ 風俗営業等の規
   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第２

号及び第３号に規
   定する営業を営む
   施設

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 道路に面する１
   階部分を住宅、共
   同住宅、寄宿舎又
   は下宿の用に供す
   るもの
 ② 倉庫業（貨物運
   送業を含む）を営
   む倉庫
 ③ 自動車教習所
 ④ 畜舎
 ⑤ カラオケボック
   スその他これに類
   するもの
 ⑥ 風俗営業等の規
   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第２
   号から第４号に規
  定する営業を営む
   施設

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 住宅（兼用住宅
   を含む）
 ② 倉庫業（貨物運
   送業を含む）を営
   む倉庫
 ③ 自動車教習所
 ④ 畜舎
 ⑤ 建築基準法別表
   第二(と)項第３号
   に規定する事業を
   営む工場
 ⑥ カラオケボック
   スその他これに類
   するもの
 ⑦ 風俗営業等の規
   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第２
   号から第５号に規
  定する営業を営む
  施設

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 住宅（兼用住宅
   を含む）
 ② 共同住宅、下宿
 ③  店舗
 ④ 倉庫業（貨物運
   送業を含む）を営
   む倉庫
 ⑤ 自動車教習所
 ⑥  畜舎
 ⑦ 建築基準法別表
   第二(と)項第３号
   に規定する事業を
   営む工場
 ⑧ カラオケボック
   スその他これに類
   するもの
 ⑨ 風俗営業等の規
   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第２
   号から第５号に規
   定する営業を営む
   施設

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 道路に面する１
   階部分を住宅、共
   同住宅、寄宿舎又
   は下宿の用に供す
   るもの
 ② 倉庫業（貨物運
   送業を含む）を営
   む倉庫
 ③ 自動車教習所
 ④  畜舎
 ⑤ 風俗営業等の規
   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第２
   号から第５号に規
   定する営業を営む
   施設

   次の各号に掲げる
 建築物は建築しては
 ならない。
 ① 住宅（兼用住宅
  を含む）
 ② 共同住宅、寄宿
  舎、下宿
 ③ 倉庫業（貨物運
  送業を含む）を営
 む倉庫
 ④ 自動車教習所
 ⑤  畜舎
 ⑥ 建築基準法別表
   第二(と)項第３号
   に規定する事業を
   営む工場
 ⑦ 建築基準法別表
   第二(と)項第４号
   に規定する危険物
   の貯蔵又は処理に
   供するもので政令
   で定めるもの
 ⑧ 風俗営業等の規
   制及び業務の適正
   化等に関する法律
   第２条第１項第２
   号から第５号に規
   定する営業を営む
   施設
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地区の区分
Ａ 地 区 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｃ－１地区 Ｃ－２地区 Ｄ 地 区 Ｅ 地 区 Ｆ 地 区 Ｇ 地 区

公 共 施 設 地 区 中心商業・業務地区 住 宅 地 区 沿 道 複 合 地 区 公益・業務等複合地区 公 共 施 設 地 区 商業・業務地区 公共・業務等複合地区

区分の面積 約 ５．６ha 約 ２．１ha 約 ６．３ha 約 ６．１ha 約 １．０ha 約 ４．２ha 約 ２．７ha 約 ０．６ha 約 ２．８ha

 建築物の建築
 面積の敷地面
 積に対する割
 合の最高限度

７／１０
 ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、建築基準
法第５３条第３項第２号に該当する建築物にあっては８／１０、同
条第６項第１号に該当する建築物にあっては９／１０とする。

７／１０
ただし、建築物の

建築面積の敷地面積
に対する割合は、建
築基準法第５３条第
３項第２号に該当す
る建築物にあって
は８／１０、同条第
６項第１号に該当す
る建築物にあっては
９／１０とする。

７／１０
ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対
する割合は、建築基準法第５３条第３項第２
号に該当する建築物にあっては８／１０、同
条第６項第１号に該当する建築物にあって
は９／１０とする。

建築物の敷地 

面積の最低限 

度 

１，０００㎡ ５００㎡ １，０００㎡ ５００㎡ ３００㎡ ５００㎡

ただし、公共公益上やむを得ないものはこの限りでない。

 壁面の位置の
 制限

  道路の境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、壁面線ａは２ｍ以上、壁面線ｂは３ｍ以上とする。
   また、公園の境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、壁面線アは３ｍ以上、壁面線イは５ｍ以上とする。
   ただし、公共公益上やむを得ない建築物、ならびにスカイウェイ、地盤面下の建築物、及び建築物の管理上最小限必要な付帯施設については、この限りでない。

 建築物等の形
 態又は色彩そ 
 の他の意匠の
制限

 ① 建築物の屋根、外壁、その他戸外から望見される部分は、都市景観に配慮した色調、デザインとする。
 ② 高架水槽、クーリングタワー等の建築設備（避雷設備や通信設備を除く）及び付帯施設については、道路、公園等の公共の用に供する場所から容易に望見できない構造とする。

垣又はさくの
構造の制限

   道路及び公園に面する部分に門、へい、垣又はさくを設置する場合、次のいずれかに該当するものとする。
  ただし、建築物の保安上及び管理上やむを得ないものについては、この限りでない。
 ①  植栽等で開放性のあるもの
 ②  透視可能なフェンス等

  隣地との境界部分の垣又はさくは、生垣あるいは透視可能な構造とし、ブロック塀等これに類するものは、設置してはならない。
  ただし、建築物の保安上及び管理上やむを得ないものについては、この限りではない。

 理 由       建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）による建築基準法の一部改正に伴い、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度について変更を行うものである。 


